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那覇地方裁判所委員会（第２８回）議事概要 

 

１ 開催日時 

平成２９年７月１４日（金）午後２時から午後４時まで 

２ 場所 

 那覇地方裁判所大会議室 

３ 出席者（委員は五十音順，敬称略） 

（委 員）小那覇安剛，金城忠雄，剱持淳子，柴田寿宏，清水一成，白井智之，前田

貴子，望月保博，森本忠昭，矢尾渉（委員長），與那嶺善道 

（説明者）那覇地方裁判所民事第１部部長 剱持淳子，那覇地方裁判所民事次席書記

官 親川光紀 

（参列者）事務局長，事務局次長，民事首席書記官，刑事首席書記官 

（庶 務）総務課長，総務課長補佐，広報係長，広報係 

４ 議事 

 委員の紹介 

 意見交換（テーマ：「労働審判制度」について） 

意見交換に先立ち，労働審判制度について那覇地方裁判所民事第１部部長及び那覇地

方裁判所民事次席書記官から制度説明及び当庁の実情等の説明を行った。 

【意見交換】（●委員長，○学識経験者委員，◎法曹委員，◆裁判所） 

● それでは意見交換に入らせていただきたいと思います。 

制度の概要については剱持委員から説明させていただきました。本制度について馴染み

のない方も少しイメージが湧いたのではないかと思います。労働審判制度は比較的新し

い制度でして，先ほどご紹介がありましたように，平成１８年４月から施行された制度

です。司法制度改革という言葉を耳にされた方もいらっしゃるかと思いますが，平成１

０年代に裁判所の手続面においても新しい制度が導入され，労働審判制度もその一つで

す。先ほど統計の新受件数の紹介もありましたが，施行後３年ほどしてから急激に申立
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件数が増えまして，平成２１年以降は全国的に見ると３５００件前後で推移していると

いう状況です。司法制度改革の中で新しく導入された手続の中でも，最もよく利用され

ている制度の一つと言ってよいのではないかと思います。 

前置きが長くなりましたが，本制度についてなんでも結構でございます。ご意見，ご

質問がありましたらよろしくお願いいたします。 

○ 私は素人ですので，この労働審判については最近知りましたが，労働審判以外にも，

通常訴訟や民事調停等もあるとのことですが，通常訴訟だと半年や１年くらいの期間が

かかるものなのでしょうか。 

◆ 二，三か月で早期に和解等で終わる場合もございますが，やはり争っている事案で判

決となると１年前後かかるのではないかと思います。 

○ 例えば私がなにか申立てをしたいと思ったときに，いろいろメニューがあるとどれを

選べばいいのか非常に悩みますが，もし弁護士さんに相談すればそこでいろいろアドバ

イスをいただいて，この手続がいいんじゃないかと進められていくと思うのですが，申

立人の中には弁護士さんをつけていない人もいらっしゃるようで，なにか裁判所の方で

アシスト的な制度としてあるのでしょうか。 

◆ 労働審判については，確かに統計上は弁護士に委任せず本人が申立てをしている事件

もございます。制度としては可能ですが，基本的には弁護士さんを代理人にして申立て

をしてくださいと推奨しております。やはり，調停ですと「法的にどこが問題か」とい

うよりも単純に「話し合いたい」ということになりますが，労働審判は，きちんと主張

や証拠を出してもらって，法的な争点についての判断をし，それに基づいて実際の解決

を目指すという制度であり，基本的には第１回の期日に主張や証拠を全部出してもらっ

て，一気に進めましょうという制度なので，法律の専門家である弁護士を通して申立て

をしていただいた方がこの労働審判をより円滑に利用できますよという位置づけになっ

ています。ご本人が労働審判の申立てをしてこられれば，裁判所としてはもちろん受け
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付けますけれども，それをサポートするということは基本的にはないということになり

ます。 

○ もしもご本人で申立てをされて，「労働審判の手続になったけど，どうもこれは調停で

やった方がいいんじゃないか」というケースもあるのでしょうか。 

◆ 受付相談時や手続を進めていく中で，具体的な話をしながら「こういう制度もありま

すよ」ということを話すことがないことはないですが，それをなにかシステムとして持

っているということではありません。 

○ 途中で気がついた時に裁判官や審判員の方からなにか指導というか，手続を変えた方

がいいんじゃないかとかそういうことはないのですか。 

◆ 手続を変えるということはできず，もし調停をするのであれば新たに調停の申立てを

していただくことになりますので，こういう制度もありますよというところまではお話

しいたしますけれども，それ以上のところに踏み込むことはなかなか難しいです。労働

審判として申し立てられると，最終的には「調停」で解決するか，裁判所の判断として

「労働審判」を示すか，あとは「取下げ」ということもありますが，実際話をしてみて，

「労働審判の中でやるのは難しいね」となった場合，仮に裁判所が「労働審判」という

判断をしたとしても当事者から異議申立てがあったり，あるいは，「終了」（労働審判法

２４条）という手続を取ると，いずれの場合も通常訴訟に移行してしまいます。通常訴

訟になると審理期間が長期になったり，手数料を追加で納めなければいけないといった

ことがございます。そうすると，「ちょっとそこまでは」という申立人の方だと，労働審

判手続は取り下げて，別途新しく民事調停を申し立てるということになるのだろうと思

います。 

○ 那覇地裁においては，労働審判の管轄は地裁本庁のみとなっていますが，沖縄には宮

古，八重山等の離島がありますよね。離島支部からの申立件数はどのくらいですか。な

いとすれば，いろんな経費の負担とか事情があると思うんですが。本庁以外で審判員が
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年に１回か２回出張するとか，当事者の負担軽減を考えられたことはあるのでしょうか。 

◆ 那覇地裁においては，年間二十数件の労働審判の申立てがあり，その中に，離島の申

立人あるいは相手方のものがあるかもしれませんが，この場には数字を持ち合わせてい

ません。日本全国でも，離島地域や遠隔地など，同じような問題を抱えている場所が多

くあります。最高裁判所が検討している解決策としては，労働審判を扱う支部を増やす

ということも一つですが，もう一つはテレビ会議を活用して，遠隔地の方でも労働審判

を利用できるように進めています。しかし，現在のところ，那覇地裁では離島の支部に

テレビ会議の設備が常備されておりませんので，現実にはまだテレビ会議は利用できま

せん。 

○ もう一点，労働審判は基本的に期日が３回位とのことですが，途中で，当事者が考え

をまとめたいということで，期日を伸ばす，例えば普通，１か月に１回のところを２か

月に１回にするとかそういうことはありますか。 

◆ まったくないわけではないと思いますが，元々この労働審判の手続は迅速な解決に適

した事案について利用するということになっておりますので，検討に２か月もかかりま

すということになると，労働審判には適さない事案だということで，別の手続を検討し

てもらうことになることもあるかなと思います。 

○ 企業側の担当者として労働審判を経験した人に，その際の印象を聞きましたが，本制

度の特徴である迅速性と柔軟性という点で非常に助かったということでした。企業とし

ては次のステップもありますので，原則３回以内の期日で結論が早く出るというのは企

業にとっても非常に良い制度であるいうことでした。また，申立書と答弁書以外の書面

は少なくて，口頭でのやり取りがメインだったので，温度感が伝わりやすいと言います

か，ある意味人間味を感じたという感想でした。それがおそらく柔軟性にも繋がってい

るのではないかと思います。当然，労使の紛争を避けることが，企業努力としても，労

使双方の努力としても必要だと思っており，働き方改革も含め，企業努力は続けていき
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ますが，どうしてもということになった場合には，非常に良い制度であるということが

申立件数の増加にも表れているのではないかなと思いました。 

○ この制度が始まったころからの申立件数を見ると，那覇地裁では，毎年２０件前後で

推移してますね。制度が始まってから県内でも定着が進んだと考えていいのか，それと

も，まだまだ県民の認知が足りないということなのでしょうか。 

◆ 件数として安定しているということですから，そういう意味では定着していると見て

いいのかなと思います。 

○ 我が社でこの制度について過去にどれくらいの記事があったのか調べてみたのですが，

我々の報じ方の課題もあろうかと思いますが，裁判員裁判制度の記事と比べると圧倒的

に少ないんですね。我々の報じ方も考えなければならないのかなと感じた次第です。那

覇地裁の統計は非常に参考になる資料なので報道に使えるなと感じました。 

◆ 労働審判手続は非公開の手続ですので，そういう意味では公開で行われる通常訴訟の

ような報道はなかなか馴染まないのではないかなと思いますが，制度としては，ぜひみ

なさんに知っていただきたいところです。 

● 手続を利用される立場から，手続の選択を依頼者に対してどのように説明されている

のかについてご経験があればご感想などお願いします。 

◎ 労働審判の経験は１件だけなのですが，それが相手方の欠席で２回目で審判をしてい

ただいたというケースでした。最初に教えていただきたいのは，欠席のケースというの

はほとんどないのでしょうか。 

◆ 非常に珍しいと思います。 

◎ まず，相手方は欠席ではあったのですが，手続に関しましては労働審判員の方に非常

によく話を聞いていただいて，かつ，労働者側の知見のある労働審判員と使用者側の知

見のある労働審判員が選任されることから，それぞれ独自の視点から質問をしてくださ

るということで，非常に当事者が納得のいきやすい手続だと感じました。他方で，根本
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的には話し合いの手続で，充実した審理で納得いく形で案が出てくるとのめるものは調

停で終わりますし，のめないものは審判が出ても似たような判断が出てくると思われる

ので，そこは異議が出るので裁判にいってしまうというのが基本的なシステムなのかな

と感じました。弁護士サイドでどの手続を利用していくかという点で依頼者にアドバイ

スをする際，弁護士の場合は申立ての選択肢を考える段階で訴訟まで組めるような資料

を揃えた状況で，どれでいきましょうかという話になっていきますので，よほど結論が

はっきりしたものであれば，まず通常訴訟の提起を検討しながら，他方で早期解決の目

途があるのであれば労働審判でということも考える，という感じです。やはり双方が合

理的にものを考える姿勢は持っているけれどもなかなか譲れない部分があったりしてと

いうことであれば，労働審判手続できちんと見ていただいて，ポイントの部分について

どっちが有力だというところが見えると解決がしやすいので，そういうケースだと労働

審判にもっていきやすいですし，他方で，内容が非常に多岐にわたっていたり，対立性

が強くて話し合いをしてもだめだろうということであれば，最初から通常訴訟をやった

方が解決の時期が伸びなくて済みますので最初から通常訴訟でいくという感じでアドバ

イスをしているというのが実態だと感じております。 

● 先ほど本制度が沖縄で十分定着したのかという質問がありまして，実際，新受件数だ

けを見ますと，平成２２年がピークでその後やや減少して，最近はまた横ばいとなって

います。代理人の立場で件数の推移について何かお気付きになる点はありますか。 

◎ 個人的には審判というより調停だというところでシステムの有効性もある程度分かっ

てきて，このような数字になっているのだろうと感じるところです。決して平成２２年，

２３年，２４年あたりから減った理由ということで申し上げているわけではないんです

けども，制度が一回りして見えてきたというのが今の状況なのかなという感覚はありま

す。 

● ありがとうございました。他の方で何かございますか。 
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○ この制度が始まったのは，なんでもかんでも裁判という風潮があったものを，振り分

けを行うという発想なのでしょうね。裁判所の方にお願いというか，医療訴訟もそうで

すが，調停というのもあるし，一般的には医師会にいきますけど，すぐに裁判所に通常

訴訟で訴えるという前に，お知らせとして調停もありますよとか，労働審判という方法

もありますよとか，指導して，それでも合点しない時に初めて通常訴訟に持っていく。

その通常訴訟の前段階を教えていただければいいのではないかと思うのですがどうでし

ょうか。労働審判でも，なんでも通常訴訟にというのを省こうという発想がおそらくあ

ったんじゃないかなと思うんですけどね。違いますか。 

◆ ご本人が直接裁判所の受付窓口に「どんな手続がありますか」といらした場合には，「こ

んなメニューがありますよ」ということで手続のご紹介はしていると思います。他方で，

弁護士さん等に相談に行き，弁護士を代理人として申立てがあれば，こちらも当然その

あたりは既に振り分けられたものとして受付をして進めていくということになります。

労働審判については，先ほどのご発言にもありましたとおり，「審判」という名前はつい

ていますが，実際の制度としては，話し合いで解決することを一番大きな柱として，作

られており，実際にも統計を見ていただければ分かるとおり，七，八割が話し合いによ

る合意，つまり調停成立で解決ができておりまして，そういう意味では通常訴訟の訴え

提起をするよりも労働審判により早期に納得性の高い解決を提供できているのではない

かと思っています。ただし，それに適する事件とそうでない事件というのは，どうして

もあるのだろうとも感じています。 

○ 労働審判と一般の民事調停との違いについて，私は労働関係であれば労働審判制度を

利用した方がいいと思います。一般民事調停の場合は調停委員自身が労働問題について

必ずしも専門ではない場合ということもありますので，そういう点では労働審判手続の

啓蒙もより一層した方がいいのではないかなという思いがあります。 

◆ 確かに民事調停では，担当の調停委員が労働関係に詳しい方の場合もあれば，そうで
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ない場合もあります。おそらく弁護士に相談していただいて代理人で申立てをしていた

だければ，労働審判が使いやすい制度になっていると思うのですが，ご本人で直接やり

たいということになると，民事調停でどうですか，という方向に流れるのではないかと

いう印象です。 

○ 説明を受けて初めて知ったのですが，迅速性，専門性，柔軟性からすると大変素晴ら

しいシステムであると感じました。私どもとしても，高校生に対して就職の決定した子

供たちにフォローアップ研修という形で労働法規とかそういうものも指導していますが，

何かの機会にこういう制度もあるよと伝えていきたいなと思います。質問なのですが，

迅速性として原則３回ということですが，申立人の費用もかなり軽減されるという理解

でよいですか。 

◆ 申立ての手続費用については，例えば２００万円を請求する通常訴訟を起こそうとし

た場合，裁判所に納付する手数料は１万５０００円ですが，労働審判の申立てですと７

５００円と半額になっていますので，そういう意味では訴訟を起こすよりは手続的な負

担も若干は軽減されていると思います。 

● 裁判の「費用」と言いますと手数料以外にも諸々考えられますが，申立て時に納める

「申立手数料」に関して言いますと，訴訟を起こす場合の半額程度に設定されていると

いうのが今の説明の趣旨です。それ以外の，例えば弁護士費用等は，また別の話という

ことになります。 

● みなさまから活発なご意見あるいはご質問をいただきまして，ありがとうございまし

た。裁判所にとっても示唆に富むご意見，今後考えていかなければならないご指摘も数

多くありました。広報の在り方等も含め，今後の本制度の運用を検討する上で大いに参

考にさせていただきたいと思います。これで本日の意見交換を終了とさせていただきた

いと思います。ありがとうございました。 
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 次回期日・テーマの確認 

   期 日 平成２９年１１月２２日（水）午後２時 

   テーマ 刑事関係に関するものをテーマとする。 


